
株式会社設立手続ガイド
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１週間
～10日 ↓

↓

　※登記申請から登記完了までの日数は、管轄法務局・時期等により変わります。

１．商号・本店の決定

２．類似商号調査（同一名称・同一住所の別会社の有無を確認）

３．会社実印手配・印鑑証明書等準備

株式会社・設立手続の流れ

※発起設立の場合

４．商号・本店以外の事項を決定

５．定款等の各種必要書類の作成・捺印

６．公証人による定款認証

７．金融機関への出資金の払込み

８．払込みがあったことを証する書面を作成

９．登記申請（＝会社成立日）

10．登記完了（登記事項証明書・印鑑証明書を取得）

11．税務署・都税事務所・社会保険事務所等へ各種届出



番　号 通　数

１ ３通

２ １通

３ ２通

４ ２通

５ ２通

６ ２通

７ 各２通

８ ２通

９ １通

１０ ２通

１１ ２通

※１　定款は公証役場用・会社保存用・登記用の３通です。

※２　各書類は会社保存用・登記用の２通です。

番　号 通　数

１ 各１通

２ 各１通

３ 各１通

４ 各１通

※すべて発行から３か月以内のもの。

番　号 通　数

１ １通

２ ２通

※出資金の払込みは、①定款認証後に、②振込人名が記帳されるように
　行う必要があります。

番　号

１

２

３

４

５

必要書類リスト

Ⅰ　作成する書類
書　類　名

定款

印鑑の種類

定款認証用委任状

調査報告書

払込みがあったことを証する書面（下記Ⅲ2の書類と合綴します）

会社法人等の登記事項証明書（※発起人が会社等の場合）

Ⅲ　金融機関関係の書類

Ⅳ　捺印する印鑑の種類

取締役・代表取締役・監査役の就任承諾書

書　類　名

預金通帳（発起人が複数の場合は発起人代表のもの）
出資金払込み後の預金通帳のコピー

Ⅱ　用意する書類
書　類　名

発起人の印鑑証明書

取締役の印鑑証明書（※取締役会を設置しない場合）

登記委任状

代表取締役の選定を証する書面（※代表取締役を選定する場合）

発起人決定書（発起人が複数の場合は発起人会議事録）

代表取締役の印鑑証明書（※取締役会を設置する場合）

印鑑届書

印鑑カード交付申請書

資本金の額が会社法等の規定に従って計上されたことを証する書面

取締役・監査役の認印（※取締役会を設置する場合）

取締役全員の個人実印（※取締役会を設置しない場合）

発起人の実印（発起人が会社の場合は会社実印）
設立する会社の会社実印

代表取締役の個人実印（※取締役会を設置する場合）



商　　号 第１希望 株式会社（位置は、前　・　後）

第２希望 株式会社（位置は、前　・　後）

目　　的 1

2

3

4

5

6

7

　前各号に附帯する一切の事業

本　　店 設立予定日 平成　　　　年　　　　月　　　　日

発　起　人 住　所 氏　名 引受分 株

住　所 氏　名 引受分 株

住　所 氏　名 引受分 株

設立時発行株式数 株 資本金 円

出資金の証明 　　預金通帳による払込金の証明書

発行可能株式数 株 （株式の譲渡制限規定を設ける場合は上限なし。それ以外は発行株式数の４倍まで）

事　業　年　度 　　毎年　　　　月　　　　日　　から　　翌年・同年　　　　月　　　　日　　まで

公　告　方　法 　　官報　・　日刊新聞紙（　　　　　　　　　　新聞）　・　電子公告（決算公告のみも可。URL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

株式の譲渡制限 　　無　・　有　（譲渡承認機関　→　株主総会　・　取締役会　・　代表取締役　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

株券の発行 　　無　・　有　（例：当会社は株式に係る株券を発行する。） ※原則は株券不発行

株式の売渡請求 　　無　・　有　（定款記載例：相続その他の一般承継により当社株式を取得した者に対し、当該株式を会社へ売り渡すことを請求できる）

取締役の員数 名以上　・　名以内 　取締役の資格（譲渡制限を設定する場合のみ株主に限定することができる） 有　・　無

取締役の任期 　　通常どおり（２年）　・　最長１０年（譲渡制限を設定する場合のみ）　・　その他　　　　　年

取　締　役 氏　名 氏　名

氏　名 氏　名

代表取締役 住　所 住　所

氏　名 氏　名

取締役会の設置 　　　有　・　無　　（株式の譲渡制限を設定しない場合は必置） 　　

取締役会の書面決議

監査役の設置 　　　有　・　無　　（株式の譲渡制限を設定しない場合は必置） 員　数 名以上　・　名以内

監査役の氏名

監査の範囲 　　通常どおり（業務監査・会計監査）　・　会計に関するもののみ

監査役の資格 　　有　・　無　　（譲渡制限を設定する場合のみ株主に限定することができる）

監査役の任期 　　通常どおり（４年）　・　最長１０年（譲渡制限を設定する場合のみ）　・　その他（但し４年未満は不可）　　　　　年

会計参与の設置 　　有　・　無 員　数 名以上　・　名以内

会計参与の氏名 ※資格は税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人に限定されます。

会計参与の任期 　　通常どおり（２年）　・　最長１０年（譲渡制限を設定する場合のみ）　・　その他　　　　　年

会計監査人の設置 　　有　・　無　　（資本金５億円以上の会社は必置） 員　数 名以上　・　名以内

会計監査人の氏名 ※資格は公認会計士・監査法人に限定されます。

責　任　免　除 　取締役・会計参与・監査役・会計監査人が任務を怠った場合の会社に対する賠償責任について、

　取締役の過半数の同意（取締役会設置会社では取締役会の決議）によって、一定額の免除ができる旨の定款の定め

　　　有　・　無　　（ただし、次の要件を満たす場合のみ可能：①監査役設置会社・②取締役２名以上）

責任限定契約 　社外取締役・会計参与・社外監査役・会計監査人が任務を怠った場合の会社に対する賠償責任について、

　この責任を限定させる内容の契約を締結することができる旨の定款の定め

　　　有　・　無　

そ　の　他 　《発行する全部の株式の内容・種類株式・剰余金の配当等につき、別段の規定をおく場合は、その内容をご記入ください。》

※上に書ききれ

ない場合等に

ご使用ください。

株式会社設立決定事項 記入シート


